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令和２年度 第７回庁議要旨 

 

日時：令和２年７月７日（火） 

午前８時５５分～午前９時１０分 

会場：防災センター 

 

[審議事項] 

１ 石巻市放課後児童クラブ利用負担金夏季休業期間加算額の減額について（福祉部） 

新型コロナウイルス感染症対策として、市内小中学校及び高等学校を、令和２年５月３１日まで

臨時休業期間とし、６月１日から再開している。 

その影響から、教育課程の再編成を行い、本年度の夏季休業期間は８月８日から同月１９日まで

の１２日間となり、放課後児童クラブもその期間中の平日に開設することとしている。 

本年度の小学校夏季休業期間の短縮に伴い、放課後児童クラブの開設日数が冬季休業期間と同じ

日数となることから、放課後児童クラブ利用負担金夏季休業期間加算額を減額し、利用児童保護者

の負担軽減を図る。 

 

(1) 主な内容 

① 本年度夏季休業期間中の放課後児童クラブ開設日数 

  ７日間（令和２年８月１１日～１４日、８月１７日～１９日） 

② 利用負担金夏季休業期間加算額 

  ２，０００円（通常：7/21～8/25）を５００円（今年度：8/8～8/19）に減額する。 

  ただし、同一世帯から２人以上の児童が利用する場合は、児童２人目以降の利用負担金夏季休

業期間加算額を半額の２５０円とする。 

③ 利用負担金夏季休業期間加算額を５００円とした理由 

本年度夏季休業期間中の開設日数が、冬季休業期間（１２月２４日～１月７日の７日間）と同

じ日数となることを踏まえ、冬季休業期間加算額と同額とする。 

 

(2) 今後の予定 

令和２年７月 石巻市放課後児童クラブ条例施行規則の一部改正 

利用児童保護者宛て通知、市ホームページに掲載 

  利用決定通知書発送 

     ８月 夏季休業期間加算額納付（月額利用額と併せて納付） 

 

[報告事項] 

１ 令和２年度石巻市優良建設工事施工業者表彰について（会計管理者） 

工事の適正な履行を確保するため、施工業者の技術向上が求められている。 

石巻市が発注した建設工事のうち、工事成績が特に優良と認められる建設工事を選定し、これを

施工した業者を表彰することにより、市が発注する建設工事の質の向上を図るもの。 
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 (1) 主な内容 

表彰対象：令和元年度に完成した１件の請負金額５００万円以上で、工事成績評定した建設工事

（１８１件）のうち、総合点が８０点以上のもの(６５点未満の他工事がないこと)。 

優良建設工事：２８件 

被表彰者：２６社（詳細は別紙のとおり） 

 

 (2) 今後の予定 

令和２年７月 表彰状及び記念品を郵送 

※本年度の表彰式は新型コロナウイルス感染症対策により実施しない 

 

【その他】 

 ・九州豪雨への今後の対応について（総務部） 

 ・九州地方からの自治法派遣職員への今後の対応について（総務部） 

 

以上 


